
  

政策決定会議概要（5 月 18日開催分） 

日 時  平成 30 年 5月 18日（金曜日）16時 30分～17時 00分 

場 所  市役所本館 2階 会議室 

 

【案件】箕面市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の改正について 

 

出席者 

委 員 市長、副市長（市政統括監事務取扱）、副市長 

担当部 みどりまちづくり部長、同副部長、同部道路管理室長 

事務局 政策補佐監、市政統括政策推進室職員 

 

確認事項 

・条例改正案について 

 

結 論 

・案を了とする。 

・市議会平成 30年第２回定例会に改正条例案を提出すること。 

 

質疑・意見等 

Q: 放置自転車を移動できる区域は、具体的にはどうなるのか。 

A: これまでは、本条例に基づいて放置自転車として移動、保管、処分ができ

る範囲は自転者等の放置が著しい駅周辺の放置禁止区域内の道路として

いたが、今回の条例改正で、現行の駅周辺の道路に加えて、本市が管理す

る道路、公園、広場、公用や公共用に供する施設を追加し範囲を拡大する

もの。 

  これにより、国道、府道を除くすべての公道や、市が管理する公共施設

などが網羅できる。 
 

Q: 駐車需要施設の設置者等は、具体的に何をしたらよいのか。 

A: 施設利用者に自転車を放置しないように警告するとともに、自転車置き場

を案内することや、このまま放置していると放置自転車として移動され、

返還にも手数料が必要であることを周知する義務が生じる。 
 

Q: 移動保管手数料を増額する理由と額の根拠は？ 

A: 放置自転車の保管は市営駐輪場で保管しており、平均の保管期間は４０日

以上になるため、市営駐輪場の保管料自転車１台１００円、ミニバイク１

台２００円から換算すると、現行の自転車３０８０円、ミニバイク６１８

０円では安価になるため、今回平均の保管期間に駐輪場の保管料を乗じた

額に変更するもの。 

以上 


